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論　文

障害者虐待の発生要因に関する考察 
～ A県内における障害者施設従事者への意識調査を通して～

増田　公香
Kimika MASUDA

キーワード：障害者虐待の発生構造、福祉従事者の意識、労働環境

1．はじめに
2016年 7 月に神奈川県の知的障害者施設におい

て多くの障害のある人々が殺傷された。また2014
年には千葉県袖ケ浦の障害者施設において殺人事
件が、2015年には山口県の知的障害者施設におけ
る暴行事件において施設職員が逮捕された。この
ように近年の日本社会では障害者虐待ことに施設
内における虐待事件が後を絶たない。筆者は虐待
者が逮捕されても障害者虐待事件の根本的な課題
解決とはならないと考える。ではなぜ障害者虐待
は発生するのだろうか。

障害者虐待に関しては、海外を中心に様々な
研究が展開されている。大きく3 つの方向性に分
類することができると考える。第一に知的障害児
者に焦点をあてた研究である。先駆的研究として
は1970年代後半にシアトルの地域を中心に展開さ
れた調査がある。その後1984年のワーシングトン

（Worthington, 1984）や1986年に ハード（Hard et 
al . , 1986）らは障害のある人々に対する性的虐待
に関しての調査研究を行った。その後1990年代に
入りソブセー（Sobsey et al . , 1990）が知的対する
虐待についての研究を深め、障害者虐待が発生す
る構造を支援者と利用者との関連性に焦点を当て
カウンターモデルをまた家族内にて発生する障害
者虐待に関してはストレス依存モデルとしてその
メカニズムを分析した。第二に女性学の視点から
は1980年以降性的虐待を中心に研究が展開された。
2008年にはカスティール（Casteel et al . , 2008）等

が障害のある女性に対して全米調査を行っている。
第三の方向性として、障害者の暴行や虐待に対す
る介入や予防に関する研究が展開されている。こ
とに性的虐待に関しては障害のある当事者に対す
る予防施策の必要性が指摘されている。

以上のように殊海外においては、障害者虐待に
関して様々な調査研究が展開されている。しかし
ながら、虐待者になりうる可能性のある支援者に
対する意識調査等は現時点ではほとんど皆無と
いってもいい。

虐待者が逮捕されても障害者虐待事件の根本的
な課題解決とはなっていない。つまりなぜ支援者
による障害者虐待事件が発生するのか、その発生
要因を検討することが重要であると考える。それ
は虐待という事象を被虐待者の視点からのみでは
なく支援者の視点も含め相互にかつ構造的に検討
する必要がある。
　以上のことを踏まえ、本論ではA県知的障害者
福祉協会が2015年に実施した障害者施設従事者に
対して実施した意識調査をとおし、支援者の意識・
労働環境等を踏まえたうえで虐待行為に至る背景
要因を分析する。そのうえで今後求められる施策
を提言することをその目的とする。

2．研究方法
　本研究は、A県知的障害者福祉協会が2015年に
実施した「会員施設従事者に対する意識調査」の
結果を分析する。
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１）調査目的：A県福祉協会加入施設において人
権擁護のとりくみをすすめることを目的とする。

２）調査内容：次の点を質問内容とした。①基本
的属性②職場に関する事項③利用者に対する不
適切な行為④事業所の権利擁護に対する取組み
の 4 カテゴリーで合計55項目の質問項目から構
成されている。

３）調査方法：郵送によるアンケート調査とした。具
体的には事業所に対象支援者数を調査したうえで
事業所別に取りまとめて発送し対象者に配布した。
回答者は記入後無記名で投函する方法をとった。

４）倫理的配慮：本調査を実施するにあたりA県
知的障害者福祉協会は倫理審査委員会（委員は、
弁護士・社会福祉士・大学教授という 3 名）で
構成し、調査実施に関する倫理審査委員会を
2015年 7 月29日に開催した。検討内容は次の点
である。①調査内容②インフォームド・コンセ
ント③秘密保持④調査結果の公表方法と結果の
公表に対する配慮であった。検討結果倫理審査
委員会に置いて承認された。

５）調査実施時期
　　2015年 8 月 5 日～ 9 月30日とした。

６）調査対象
　　A県知的障害者福祉協会加入の103施設・事業

所の支援者2,479名を対象とした。内訳は次のと
おりである。27通所事業所（544名）・43入所事
業所（1,796名）・５児童通所事業所（139名）とした。

７）分析方法
　　分析方法に関しては次の 2 方法をとった。第

一に各項目に関しては単純集計によりその実態
を把握した。第二に、虐待行為の発生要因を分
析するために重回帰分析を行った。従属変数に

「利用者への不適切な行為の有無」「無意識に不
適切な行為を行う」を投入し２種類の重回帰分
析にて分析した。独立変数には、基本的属性・
職場に関する情報・事業所の権利擁護の取り組
みを各々投入し、段階別に分析した。

3．結果
1,702名から回答が得られた（有効回答率68.6％）。

事業所種別による内訳は次のとおりである。入所
事業所1,098名・通所事業所456名・児童通所事業
所104名であった。
１）単純集計結果
　　性別でみると、男性619名・女性1,075名・無

回答 8 名であった。事業所別に分類すると表に
示すとおりである。

　　年齢に関しては、平均年齢は47.4（±14.2）だっ
た。40歳代が379名と最も多く、次いで50歳代が
366名・60歳代が350名となっていた。70歳以上
も72名いた。事業所別にみると次のとおりである。

入所施設では、879名のうち50歳代が210
名（24.1％）と最も多かった。就労系事業所で
は、249名のうち40歳代が61名（24.5％）と最も
多かった。生活介護では、207名中50歳代が47
名（22.7％）と最も多かった。児童通所事業所で
は、105名中40歳代が28名（26.7％）と最も多かっ
た。グループホームでは、192名中60歳代が90
名（46.9％）と最も多かった。多機能事業所では、
27名中20歳代 7 名（26.0％）・30歳代 7 名（26.0％）
と20歳代と30歳代が多かった。このように事業
所別にみると年齢構成の格差がみられた。
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人数 ％
男性 619 36.4
女性 1075 63.2
平均 47.4 ±14.2　　　　　

性別

年齢
10歳代 13 0.8
20～29 216 12.8
30～39 285 17.0
40～49 379 22.5
50～59 366 21.8
60～69 350 20.8
70～79 66 3.9
80～ 6 0.4
4年大学 442 26.2
短期大学 406 24.1
専門学校 218 12.9
高校 575 34.1
その他 46 2.7
福祉系 429 25.6
以外 1246 74.4
あり 548
なし 1153
～100万 255 15.4

最終学歴

福祉系学校

資格

年収
100～130 179 10.8
～200 277 16.8
～300 365 22.1
～400 296 17.9
～500 168 10.2
～600 83 5
～700 22 1.3
700～ 8 0.5
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基本的属性 最終学歴に関しては、高校卒が575名（34.1％）
と最も多く、次いで4年制大学が442名（26.2％）
短 期 大 学 が406名（24.1 ％）専 門 学 校 が218名

（12.9％）となっていた。
事業所別にみると、次のようになってい

た。入所施設では、879名中264名（30.0％）が
高卒であったが、次いで 4 年制大学卒が248名

（28.2％）で短期大学卒が222名（25.3％）となって
いた。つまり、高校卒が最も多かったものの 4
年制大学卒との差はわずか1.8％に留まってい
た。就労系事業所では、249名中高校卒が93名

（37.3％）と最も多かった。生活介護では、207
名中高校卒が76名（36.7％）と最も多かった。児
童通所事業所では、105名中短期大学卒が34名

（32.4％）と最も多く、次いで4年制大学卒が27
名（25.7％）で、高校卒は12名（11.4％）に留まっ
ていた。グループホームでは、192名中高校卒
が115名（59.9％）と全体の 6 割近くを占めてい
た。多機能事業所では、27名中 4 年制大卒が 9
名（33.3％）を占めていた。入所施設では高校卒
が最も高い割合を占めたものの 4 年制大学卒
の割合もかなり高かったことに注視すべきで
ある。また児童通所事業所では、保育士等の専
門的資格が最終学歴との関連性に現れたとい
えよう。さらにグループホームでは世話人とし
ての職員の位置づけが関連しているのではな
いかと考えられる。

福祉系学校の卒業者は429名で全体の25.6％
に留まっていた。

資格に関しては、有資格者は548名で、全体
の28.1％に留まっていた。

年収に関しては、200万円台が365名（22.1％）
と最も多く次いで300万円台が296名（17.9％）と
なっていた。

100万円以下も255名（15.4％）であった。
事業所別にみると次のような結果となった。

入所施設では、879名中209名（23.8％）と200 ～
300万円未満が最も多かった。就労系事業所で
は、249名中57名（22.9％）と130 ～ 200万円未満
が最も多かった。生活介護では、207名中49名
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（23.7％）と200 ～ 300万円が最も多かった。児
童通所事業所では、27名（25.7％）と100万円未
満が最も多かった。グループホームでは、192
名中62名（32.3％）と100万円未満が最も多かっ
た。また多機能事業所では、200 ～ 300万円未
満が5名（18.5％）でまた400 ～ 500万円未満が同
じく5名（18.5％）となっていた。このように事
業所別にみるとかなりの格差がみられた。入所
施設では夜勤手当等の収入があることが通所事
業所との相違点として考えられる。

資格に関しては、有資格者は全体の548名
（32.2％）に留まっていた。事業所別にみてみる
と、通所の児童事業所においては104名中有資
格者が59名（56.7％）と有資格者の割合が最も高
かった。その一方で、就労型事業所（就労移行・
就労継続A型・就労継続B型）においては249名
中有資格者は53名（21.3％）に留まっていた。

福祉系の学校の卒業者の状況は表に示すとお
りである。全体としては429名（25.6％）に留まっ
ていた。

事業所別にみると次のような結果となった。
入所施設では879名中225名（25.6％）、就労系事
業所では249名中54名（21.7％）、生活介護では、
207名中56名（27.1％）、児童通所事業所では105
名中50名（47.6％）、グループホームでは192名
中28名（14.6％）、多機能事業所では27名中8名

（29.6％）となっていた。児童通所事業が最も高
く47.6％となっていたのに対しグループホーム
ではわずか14.6％に留まっていた。

有資格者の資格の内訳は、社会福祉士は135
名（7.9％）、精神保健福祉士21名（1.2％）、介護
福祉士249名（14.6％）、保育士260名（15.3％）で
あった。（複数回答あり）

これを事業所別にみると次のような結果と
なった。入所施設では、879名中社会福祉士73
名（8.3％）・精神保健福祉士13名（1.5％）・介護
福祉士149名（17.0％）・保育士143名（16.3％）・
その他318名（36.2％）となっていた。就労系事
業所では、249名中社会福祉士18名（7.2％）・
精神保健福祉士 3 名（1.2％）・介護福祉士21
名（8.4％）・保育士20名（8.0％）・その他78名

（31.3％）となっていた。生活介護では、207名
中社会福祉士14名（6.8％）・精神保健福祉士 1
名（0.5％）・介護福祉士36名（17.4％）・保育士34
名（16.4％）・その他73名（35.3％）となっていた。
児童通所事業所では、105名中社会福祉士15名

（14.4％）・精神保健福祉士2名（1.9％）・介護福
祉士10名（9.6％）・保育士39名（37.5％）・その他
42名（40.4％）となっていた。グループホームで
は、192名中社会福祉士７名（3.6％）・精神保健
福祉士１名（0.5％）・介護福祉士22名（11.5％）・
保育士16名（8.3％）・その他76名（39.6％）となっ
ていた。多機能事業所では、27名中社会福祉士
4名（14.8％）・精神保健福祉士１名（3.7％）・介
護福祉士７名（25.9％）・保育士７名（25.9％）・
その他 8 名（29.6％）となっていた。児童通所以
外の事業所では、社会福祉士・精神保健福祉士

国家資格取得者数

福祉系の学校の卒業の有無
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といういわゆる社会福祉の専門職殊にソーシャ
ルワーカーとしての有資格者が10％未満で極め
て低いことに注視する必要がある。

職業選択の理由としては、「興味があった」
が最も高く38.2％だった。「人の役に立ちたい」
は18.6％に留まっていた。その一方、「地元で
仕事がしたかった」が20.9％を全体としては高
かった。大都市と比較して産業不足、職業選択
の幅が少ない結果と考えられる。

仕事の満足度に関しては、「やりがいを感じ
ている」「どちらかといえばやりがいを感じてい
る」「どちらかといえばやりがいを感じていない」

「感じていない」の 4 選択から回答してもらった。
その結果、「やりがいを感じている」「どちら

かといえばやりがいを感じている」の合計が
84.2％を占めた。

事業所別にみると、児童通所が最も高く「や
りがいを感じている」「どちらかといえばやり
がいを感じている」の合計が95.4％だった。最
も低かったのは入所施設で「やりがいを感じて
いる」「どちらかといえばやりがいを感じてい
る」の合計が81.5％だった。しかしながら全体
的に肯定的な回答が高く、また事業所別間の差
異はあまりみられなかった。

労働時間の満足度に関しては、「労働時間（残
業を含む）は適当か」という質問に対して、「そ
う思う」「どちらかといえばそう思う」「どちら
かといえばそう思わない」「そう思わない」の
4 選択から回答してもらった。その結果全体で
は、1,659名中「そう思う」と回答した人が789
名（47.6％）、「どちらかとえいばそう思う」が
296名（30.0％）で全体の、77.6％が肯定的な回答
をした。事業所別にみると、グループホームが
最も高く「そう思う」が61.4％「どちらかとい
えばそう思う」が24.0％で全体の85.4％が肯定
的だった。入所施設では「そう思う」が43.0％

「どちらかといえばそう思う」が33.7％で全体
の76.7％が肯定的だった。その一方で児童通所
は最も低く「そう思う」が39.0％「どちらかと
いえばそう思う」が27.6％で肯定的回答は全体
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給与の満足度

の66.6％に留まっていた。
給与の満足度に関しては「仕事の内容と給

与はつり合いがとれているか」という質問に
対して、「そう思う」「どちらかといえばそう
思う」「どちらかといえばそう思わない」「そ
う思わない」の4選択から回答してもらった。
その結果全体では、1,659名中「そう思う」362
名（21.8％）・「どちらかといえばそう思う」507
名（30.6％）・「どちらかといえばそう思わない」
461名（27.8％）・「そう思わない」310名（18.7％）
となっており、全体の約52.4％が肯定的回答で
あった。事業所別にみると、入所施設では「そ
う思う」「どちらかといえばそう思う」と回
答した人は49.4％であった。就労系では54.6％、
生活介護では49.8％、児童通所では49.5％、グ
ループホームでは69.8％、多機能事業所では
48.1％となっていた。全体でみると50％以上の
割合で肯定的回答となっていたが、事業種別に
みるとグループホーム以外の事業所において
肯定的回答は50％に達していない事実が確認
できる。つまり、障害者施設職員のうちグルー
プホーム以外の事業所で働く対象者の50％以
上は「仕事の内容と給与はつり合いがとれて
いない」と感じていることが明らかとなった。

前述の所得との関連性から考えてみると、グ
ループホームでは100万円未満が最も高いにも
かかわらず「仕事の内容と給与はつり合いが取
れている」ということに肯定的に回答した人が
全体の70％近くを占めていることは注視すべ
きである。その一方で、入所施設や多機能事業
所においては、100万円未満の所得者の割合は
低く、又、給与に対する満足度が低い。入所施
設における24時間連続した業務内容の負担の
大きさを所得に反映する必要があると考える。

労働時間の満足度・給与の満足度に関しては、
「思う」「やや思う」「やや思わない」「思わない」
の 4 選択肢の中から回答してもらった。

職場のチームワークに関しては、「職場は
チームワークが良いか」の質問に対し「そう思
う」「どちらかといえばそう思う」「どちらかと
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職場のチームワーク

同僚との関係性

上司との良好な関係

いえばそう思わない」「そう思わない」の 4 選
択から回答してもらった。その結果全体でみ
ると、1,659名中428名（25.8％）が「そう思う」・
826名（49.8％）が「どちらかといえばそう思う」・
253名（15.3％）が「どちらかといえばそう思わな
い」・136名（8.2％）が「そう思わない」と回答した。
全体の85.6％が肯定的な回答であった。「そう思
う」「どちらかといえばそう思う」と回答した
割合を事業所別にみると、入所施設では73.5％、
就労系事業所では77.1％、生活介護では76.3％、
児童通所では86.7％、グループホームでは75％、
多機能事業所では85.2％という結果だった。児
童通所が最も高く入所施設が最も低かった。

同僚との関係性に関しては、「周りの同僚（管
理者や経営者を除く）との良好な関係は築けて
いるか」との質問に対し、「そう思う」「どちら
かといえばそう思う」「どちらかといえばそう
思わない」「そう思わない」の4選択から回答し
てもらった。その結果全体でみると、1,659名
中484名（29.2％）が「そう思う」・922名（55.6％）
が「どちらかといえばそう思う」・151名（9.1％）
が「どちらかといえばそう思わない」・76名

（4.6％）が「そう思わない」と回答した。全体
の84.8％が肯定的な回答をした。最も高かった
のは児童通所で105名中98名（93.4％）が肯定的
回答をした。また事業所間の差異はあまりみら
れなかった。

上司との関係性については、「上司と良好な
関係が築けているか」の質問に対し、「そう思
う」「どちらかといえばそう思う」「どちらかと
いえばそう思わない」「そう思わない」の 4 選
択から回答してもらった。その結果、全体では
1,659名中394名（23.7％）が「そう思う」・926名

（55.8％）が「どちらかとえいばそう思う」・197
名（11.9％）が「どちらかといえばそう思わな
い」・96名（5.8％）が「そう思わない」と回答した。
全体の79.5％約 8 割の回答者が上司との関係性
につて肯定的な回答をした。

つまり、同僚や上司との関係性に関しては、
良好な関係が築けていると肯定的な回答をした
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上司からの不適切な行為

不適切支援に対する考え方を統一するために必要なこと
（事業所別）

利用者への不適切な支援

割合が大変高かった。
その一方で上司や同僚からの不適切な行為

に関しては、「職場の上司や同僚などから不適
切な行為や嫌な思いをする行為をされたこと
があるか。」という質問に対し、「頻繁にある」

「たまにある」「ほとんどない」「ない」の 4 選
択から回答してもらった。その結果、全体で
は1,659名中65名（3.9％）が「頻繁にある」と回
答し、378名（22.8％）が「たまにある」、628名

（37.9％）が「ほとんどない」、545名（32.9％）が
「ない」と回答した。つまり全体の回答者のう
ち26.7％は上司や同僚から不適切な行為をされ
たことがあると回答している。事業種別にみる
と、入所施設では「頻繁にある」4.6％「たま
にある」25.6％とで、就労系事業所では「頻繁
にある」3.2％「たまにある」17.7％、生活介護
では「頻繁にある」3.9％「たまにある」21.7％、
児童通所では「頻繁にある」1.0％「たまにある」
25.7％、グループホームでは「頻繁にある」3.1％

「たまにある」16.2％、多機能事業所では「頻
繁にある」3.7％「たまにある」22.2％となって
いた。入所施設が最も高く全体の30％の回答者
が「上司や同僚から不適切な行為を受けた経験
がある」と回答した。最も低かったのはグルー
プホームだった。

前述した上司や同僚との関係性に関しては約
8 割の回答者が肯定的な回答をしたにもかかわ
らず、約30％近くの回答者が「上司や同僚から
の不適切な行為を受けた経験がある」事実が明
らかとなった。

利用者への不適切な行為に関しては、「事業
所で職員による利用者への不適切な行為を見た
ことがあるか」という質問に対し、「ある」「ない」
の 2 選択から回答してもらった。その結果、全
体では1,659名中658名（39.7％）が「ある」と回答
した。「ある」と回答した割合について授業所
種別にみると、入所施設では48.6％、就労系事
業所では24.1％、生活介護では38.6％、児童通所
では27.6％、グループホームでは25.0％、多機能
事業所では51.9％だった。事業種別により大き
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問39　利用者を怒鳴る

問40　利用者を厳しく注意する

問41　脅しや罰を与える発言

な差異が見られた。つまり入所と通所での差が
みられた。背景には入所では利用者の障害の程
度が重度であること等が要因として考えられる。

次に「支援者（管理者を除く）間で支援に関す
る不適切な行為に対する考えを統一するために
必要なこと」に関して、「話し合いの場を持つ」

「信頼関係を築く」「共に経験を積む」「統一す
ることは難しい」「人権に関する研修をともに
参加する」「その他」から回答してもらった（複
数回答可）。その結果、全体では1,702名中「話
し合いの場をもつ」が1,296名・「信頼関係を築
く」876名・「共に経験を積む」423名・「統一す
ることは難しい」214名・「人権に関する研修を
共に参加する」 528名・「その他」68名だった。

「話し合いの場をもつ」が最も多く、次いで「信
頼関係を築く」「共に経験を積む」「人権に関す
る研修を共に参加する」「統一することは難し
い」「その他」の順だった。これは事業種別に
みても同様の結果となった。つまり不適切な行
為に対する考え方の統一化を図るためには、話
し合いの場を持つことが重要であると考えてい
ることが確認できた。

先輩職員からの支援方法に関する助言につい
て質問した。まず、「先輩や上司から「利用者
を怒鳴ることも必要だ（躾の一つ）」と言われた
ことがあるか」という質問に対し「ある」「ない」
の2選択から回答してもらった。その結果、全
体では1,659名中「ある」と回答したのは232名

（14.0％）だった。「ある」と回答した割合を事
業種別にみると、入所施設16.3％・就労系事業
所12.9％・生活介護12.6％・児童通所1.9％・グ
ループホーム11.5％・多機能事業所26.0％だっ
た。多機能事業所次いで入所施設が最も高かっ
た。その一方で児童通所はほとんどなかった。

次に「先輩や上司から「利用者に厳しく注意
することも必要だ（躾の一つ）」と言われたこと
があるか」という質問に対し、「ある」「ない」
の 2 選択から回答してもらった。その結果、全
体では1,659名中「ある」と回答したのは617名

（37.2％）だった。「ある」と回答した割合を事
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問42　部屋の施錠を容認する発言

無意識の不適切行為

利用者からの不適切行為

業種別にみると、入所施設42.8％・就労系事業
所34.1％・生活介護30.4％・児童通所17.1％・
グループホーム32.3％・多機能事業所48.1％だっ
た。「利用者に厳しく注意すること」は先輩職
員や上司からの助言として位置付けられ、職員
には心理的虐待行為ではなく支援の一方法とし
て受け止められている可能性があるといえよう。
「先輩や上司から「～をしないと買い物に行

けないよ」など、脅しや罰を与えるような発言
も必要だと言われたことがあるか」という質
問に対し、「ある」「ない」の 2 選択から回答
してもらった。全体では1,659名中「ある」と
回答したのは297名（17.9％）だった。「ある」と
回答した割合を事業種別にみると、入所施設
19.9％・就労系事業所13.3％・生活介護19.8％・
児童通所6.7％・グループホーム17.7％・多機能
事業所25.9％だった。児童通所では低かったも
のの他の事業種別では２割近い職員が脅しや罰
を与える発言行為を心理的虐待と認識していな
いと考えられる。
「先輩や上司から「必要ならば部屋に鍵をか

けて利用者を閉じ込めてもよい」と言われたこ
とがあるか」という質問に対し、「ある」「な
い」の 2 選択から回答してもらった。全体では
1,659名中「ある」と回答したのは202名（12.2％）
だった。「ある」と回答した割合を事業種別に
みると、入所施設16.7％・就労系事業所5.2％・
生活介護7.2％・児童通所7.6％・グループホー
ム8.3％・多機能事業所11.1％だった。通所施設
と比較した場合、入所施設では圧倒的にその割
合が高かった。

これらの結果から、心理的虐待やネグレクト
は先輩職員や上司から支援の一方法として助言
されている事実が否めない。

また「無意識のうちに不適切な行為を起こし
てしまうことがあるか」という質問に対し「あ
る」「時にはある」「あまりない」「ない」の 4
選択肢から回答してもらった。その結果全体で
は、「ある」「時にはある」と回答したのは1,659
名中557名（33.6％）となっていた。「ある」「時
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虐待の要因

虐待防止委員会の設置

 苦情解決委員会の設置

にはある」と回答した割合を事業種別にみると、
入所施設37.8％・就労系事業所28.9％・生活
介護34.3％・児童通所27.7％・グループホーム
20.8％・多機能事業所48.1％となっていた。多
機能事業所が最も高く次いで入所施設となって
いた。全体で「ある」「時にはある」と回答し
た対象者にその内訳について質問した。その結
果513名から有効回答が得られ、内訳は次のよ
うになった。心理的虐待294名（57.3％）・身体
的虐待42名（8.2％）・ネグレクト48名（9.4％）・
グレーゾーン80名（15.6％）・その他86名（16.8％）
で、心理的虐待が最も多かった。また不適切な
行為をしてしまう背景については86名が具体的
に記述した。「確信がもてない」21名（24.4％）「ゆ
とりがない」13名（15.1％）「利用者からの暴力」
12名（14.0％）「支援技術の不足」10名（11.6％）

「利用者間のトラブル」9 名（10.5％）「支援者の
感情コントロール」9 名（10.5％）「職員不足」4
名（5.0％）「その他（倫理不足等）」4 名（5.0％）と
なっていた。つまり支援者による虐待行為にい
たる要因としては「支援に確信が持てない」と
いう点が大きな理由になっていると考えられる。

次に「利用者から不適切な行為を受けたこと
があるか」という質問に対し、「頻繁にある」

「時々ある」「過去にあった」「ない」の4選択
肢で回答してもらった。その結果、全体では

「頻繁にある」93名（5.6％）・「時々ある」436名
（26.3％）・「過去にあった」229名（13.8％）・「な
い」821名（49.5％）だった。実践現場の支援者
の中には「利用者から不適切な行為を職員も受
ける」という声があるが、本調査結果では半数
の人が「ない」と回答している。よって利用者
による不適切な行為の理由として位置付けては
絶対ならないと考える。

障害者支援施設における虐待の要因について
質問した。そして「１．従事者個人のスキルの
問題、２．従事者間の関係性の問題、３．利用
者の障害程度の問題、４．管理者や上司の問題、
５．職場の雰囲気の問題、６．研修制度の問題、
７．法制度の問題、８．職員配置（数）の問題、９．

山口県立大学学術情報　第10号 〔社会福祉学部紀要　通巻第23号〕 2017年 2 月



― 84 ―

障害者虐待の発生要因に関する考察～A県内における障害者施設従事者への意識調査を通して～ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

入所

就労

生活介護

児通所

ＧＨ

多機能

作成し読んでいる 作成するが見たことがない

作成していない 分からない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

入所

就労

生活介護

児通所

ＧＨ

多機能

活用できている ある程度活用

あまり活用していない 活用していない

分からない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

入所

就労

生活介護

児通所

ＧＨ

多機能

積極的に受け入れ 受入れている

あまり受入れていない 受入れていない

分からない

行動規範，虐待防止マニュアルの作成

セルフチェックの活用

問53　ボランティアや実習生の受け入れ

利用者の障害に対する理解の問題、10．その他」
の中から複数回答で回答してもらった。具体的
には、「従事者の支援スキル」が972名で最も高
く、次いで「職員配置」669名・「利用者の特性
理解」659名・「職場の雰囲気」578名となって
いた。これらの要因は、利用者の障害特性理解
の不足から支援スキルの不足へと結びつき、ま
た職員配置数の不足が職員のストレスを増大し
職場の雰囲気の悪化へと結びつく等、各々が独
立した要因としてではなく一連の関連性をもち
虐待行為への要因へと構造化していると考える。

次に事業所の権利擁護の取り組みについて調
査を行った。まず虐待防止委員会の設置状況に
ついて質問した。具体的には、「１．設置され
ており活動している、２．設置はされているが
あまり知られていない、３．設置はされている
が活動はしていない、４．設置されていない、５．
わからない」の 5 選択肢から回答してもらった。
全体でみると、1,659名中「１．設置されてお
り活動している」731名（44.1％）、「２．設置
はされているがあまり知られていない」234名

（14.1％）、「３．設置はされているが活動はし
ていない」74名（4.5％）、「４．設置されていない」
157名（9.5％）、「５．わからない」392名（23.6％）

「無回答」71名（4.3％）となっていた。「設置さ
れており活動している」と回答した人が全体の
半数近かった。一方で「わからない」と回答し
た人が全体の四分の一近くを占めていたことに
注視すべきである。つまり、この結果よりたと
え虐待防止委員会が設置されていても職員に認
識されていない割合が高く、実質的にその役割
が機能していないと考えられる。

苦情解決委員会の設置についても同様に質問
した。その結果、全体でみると1,659名中「１．
設置されており活動している」802名（48.3％）、

「２．設置はされているがあまり知られていな
い」278名（16.8％）、「３．設置はされているが
活動はしていない」76名（4.6％）、「４．設置さ
れていない」69名（4.2％）、「５．わからない」
364名（21.9％）「無回答」70名（4.2％）となって
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いた。苦情解決委員会に関しても、約半数近く
が「設置されており活動している」と回答して
いる。しかしながらその一方で20％以上の回答
者が「わからない」と回答している。

虐待防止委員会及び苦情解決委員会という事
業所内における権利擁護の取り組みに関しては、
設置されている割合が比較的高かった。また入
所施設と通所施設とで比較すると入所施設にお
ける割合が高い一方、通所事業所や居住支援で
あるグループホームにおける割合が低いことが
問題点として挙げられる。また「わからない」
と回答した割合が高いことも注視すべき点であ
ると考える。つまり、虐待防止員会や苦情解決
委員会という取り組みがたとえ設置されていて
も職員に認識されておらず、実質的に有効に機
能していない事実が推察される。

次に行動規範や・虐待防止マニュアルの作成
の実態について検討した。具体的には「事業
所で職員の行動基準（規範）または虐待防止マ
ニュアルを作成しているか」という質問に対し、

「１．作成しており何度か読んでいる、２．作
成しているが見たことはない、３．作成してい
ない、４．作成しているかわからない、５．そ
の他」の5選択肢から回答してもらった。その
結果、全体でみると1,659名中「１．作成して
おり何度か読んでいる」995名（60％）、「２．作
成しているが見たことはない」172名（10.4％）、

「３．作成していない」42名（2.5％）、「４．作
成しているかわからない」340名（20.5％）、「５．
その他」21名（1.3％）だった。「作成しており何
度か読んでいる」と回答した人が全体の6割を
占め、半数以上の事業所において行動規範や虐
待防止マニュアルを作成している事実が明らか
となった。その一方で「作成しているかわから
ない」と回答した人が全体の20％を超えている
事実も注視すべきである。つまり、たとえ行動
規範や虐待防止マニュアルを作成していても実
際職員の日常の業務の中で認識されておらず機
能していない事実も確認できる。

セルフチェックの活用について調査を行っ

た。具体的には「事業所で虐待防止や支援に関
するセルフチェックを活用しているか」という
質問に対し、「１．活用できている、２．ある
程度は活用できている、３．あまり活用できて
いない、４、活用できていない、５．わからな
い、６．その他」という5選択肢で回答してもらっ
た。その結果、全体では1,659名中「１．活用
できている」373名（22.5％）、「２．ある程度は
活用できている」455名（27.4％）、「３．あまり
活用できていない」202名（12.2％）、「４、活用
できていない」152名（9.2％）、「５．わからな
い」389名（23.4％）、「６．その他」15名（0.9％）
となっていた。「活用できている」「ある程度は
活用できている」の割合は全体の半数を超えて
いた。しかしながら「わからない」と回答した
人が全体の20％を超えており、機能していない
事実が確認できる。セルフチェックは支援者の
認識変容の重要なツールである。今後よりセル
フチェックの作成を拡大促進そして実際の支援
現場で活用されることが大きな課題である。

２）重回帰分析結果
重回帰分析に関しては従属変数の設定により

2 通り行った。また、各々独立変数グループを
ステップワイズ方式により投入し、その変化を
見た。

第一に「職員による利用者への不適切行為の
有無」を従属変数とした。つまり「他の職員が
利用者への不適切な行為を行ったことを見たこ
との有無」についての事象である。独立変数を
次の4段階のプロセスで投入した。つまり、①
性別・年齢・事業種別・経営主体②性別・年齢・
事業種別・経営主体・チームワーク・上司との
関係・同僚との関係③性別・年齢・事業種別・
経営主体・チームワーク・上司との関係・同僚
との関係・支援の話し合い・事業経過報告の周
知④性別・年齢・事業種別・経営主体・チーム
ワーク・上司との関係・同僚との関係・支援の
話し合い・事業経過報告の周知・虐待防止委員
会の設置・苦情解決委員会の設置・行動規範の
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読み合わせ・虐待防止マニュアルの設定・セル
フチェックの使用・ボランティア・実習生の受
け入れ、とした。その結果、①の基本的属性や
事業所の設置状況に関しては年齢・事業種別・
経営主体のβが有意であったが決定係数がわず
か0.048に留まっていた。②においては、年齢・
事業種別・経営主体に加えチームワーク・上司
との関係のβが有意であった。また独立変数を
3項目のみ増やしたにも関わらず、決定係数が
0.135と上昇した。③においては、②の結果に
加え事業経過報告の周知が有意に影響した。し
かしながら決定係数はあまり変化が見られな
かった。さらに④においては事業所の権利擁護
の取り組み状況としての6項目を独立変数とし
て加えた。その結果、性別・年齢・事業種別・
経営主体・チームワーク・上司との関係・事業
経過報告の周知・苦情解決委員会の設置・行動
規範の読み合わせ・虐待防止マニュアルの設定
が有意になった。セルフチェックやボランティ
ア・実習生の受け入れは有意ではなかった。

また「利用者を怒鳴る」「利用者に厳しく注
意する」「脅し等の発言をする」「部屋に正常す
ることの容認」という心理的虐待及びネグレク
トに関しては、上司や先輩職員から支援の方法
として助言されている事実が一部存在すること
が明らかとなった。つまり阻止すべき虐待行為
をむしろ一支援方法として上司や先輩職員から
助言あるいは容認されているという極めて本末
転倒の状況が存在している。身体的虐待行為と
比較して心理的虐待及びネグレクトは可視化し
にくい特性があり支援の現場において潜在化し
ていると思われる。今後は研修等で具体的支援
行為と虐待事象と連携させ徹底した意識改革を
図る必要性がある。

さらに障害者虐待の要因としては、支援者の
スキル不足が最も高かった。と同時に障害の特
性の理解不足、事業所内における職員配置数の
不足、職場の雰囲気という点も要因として挙げ
られた。障害の特性の理解不足による支援者の
スキルの不足、事業所における職員不足から生

じる職員のストレス、そのうえで職場の雰囲気
の悪化等、つまり各々の要因が独立して存在す
るのではなく関連したうえで構造化し虐待行為
という現象が生じるのではないかと考える。

第二には、「無意識のうちに不適切な行為を
おこしてしまうことがあることの有無」を従属
変数とした。つまり「自分が無意識のうちに不
適切な行為をおこしてしまうことがあることの
有無」についての事象である。独立変数を次の
4段階のプロセスで投入した。つまり、①性別・
年齢・勤務形態・雇用形態・経験年数・福祉系
学校卒業の有無・年収・経営主体②性別・年齢・
勤務形態・雇用形態・経験年数・福祉系学校卒
業の有無・年収・経営主体・労働時間満足度・
給与満足度・仕事の満足度・チームワーク・上
司との関係・同僚との関係③性別・年齢・勤務
形態・雇用形態・経験年数・福祉系学校卒業の
有無・年収・経営主体・労働時間満足度・給与
満足度・仕事の満足度・チームワーク・上司と
の関係・同僚との関係・支援についての話し合
う機会・事業経過報告の周知④性別・年齢・勤
務形態・雇用形態・経験年数・福祉系学校卒業
の有無・年収・経営主体・労働時間満足度・給
与満足度・仕事の満足度・チームワーク・上司
との関係・同僚との関係・支援についての話し
合う機会・事業経過報告の周知・虐待防止委員
会の設置・苦情解決委員会の設置・行動規範の
読み合わせ・虐待防止マニュアルの設定・セル
フチェックの使用・ボランティア・実習生の受
け入れ、とした。その結果、①では年齢・雇用
形態・経験年数・福祉系学校の卒業の有無・収
入が有意になった。また決定係数は0.16だった。
②においては、①と同じく年齢・雇用形態・経
験年数・福祉系学校の卒業の有無・収入に加え
給与の満足度が有意となった。決定係数は１．
９と上昇した。つまりこの段階では、福祉系の
学校の卒業の有無に加え所得に対するニーズが
不適切行為へ関連していることを示唆した。③
においては、支援に関する話し合いの機会と事
業経過報告書の周知を独立変数に加えた。その
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結果、年齢・雇用形態・経験年数・福祉系学校
の卒業の有無・収入・給与満足度・チームワー
ク・話し合いの機会・事業経過報告書の周知が
有意となった。しかしながら、決定係数は②と
あまり変化が見られなかった。④においては③
に事業所の権利擁護の取り組み状況としての6
項目を独立変数として加えた。その結果、年齢・
経験年数・福祉系学校卒業の有無・チームワー
ク・支援方法についての話し合いの機会・事業
経過報告の周知・行動規範の読み合わせ・虐待
防止マニュアルの作成、が有意となった。そし
て③まで有意となっていた収入や給与満足度は
有意ではなかった。

４．考察
　本調査より明らかになった点として次の点が挙
げられる。

まず単純集計に関してみてみると、第一に職員
の年齢層が大変高いという点である。平均年齢は
47.7歳であったが、その多くは50歳代・60歳代が
多くを占めていた。やはり年齢の若年化が必要で
あると考える。第二に、有資格者率の低さである。
資格のうち殊に社会福祉士に関しては、全体の
7.9％に留まっており、さらに精神保健福祉士は全
体のわずか1.2％しか占めていない。社会福祉士・
精神保健福祉士をはじめとした福祉関連資格は業
務独占ではなく名称独占に留まっている。しかし
ながら社会福祉の有資格者が全体の10％にも到達
していないということは、支援の現場において専
門性の低さが如実であると考えられる。第三に年
収の低さが挙げられる。平均所得が200 ～ 300万
円台層が多い。これは筆者が数年前に全国調査で
行った結果とほぼ等しいといえる。日本における
民間給与実態調査によると平均所得は400万円を
超えている。そのような背景を鑑みると福祉の現
場殊に本調査の対象となった障害者福祉現場にお
ける支援者の所得は極めて低いと考えられる。

第四に「利用者を怒鳴る」「利用者に厳しく注
意する」「脅し等の発言をする」「部屋に施錠する
ことの容認」という心理的虐待及びネグレクトに

関しては、上司や先輩職員から支援の方法として
助言されている事実が一部存在することが明らか
となった。つまり阻止すべき虐待行為をむしろ一
支援方法として上司や先輩職員から助言あるいは
容認されているという極めて本末転倒の状況が存
在している。身体的虐待行為と比較して心理的虐
待及びネグレクトは可視化しにくい特性があり支
援の現場において潜在化していると思われる。今
後は研修等で具体的支援行為と虐待事象を連携さ
せ徹底した意識改革を図る必要性がある。

さらに障害者虐待の要因としては、支援者のス
キル不足が最も高かった。と同時に障害の特性の
理解不足、事業所内における職員配置数の不足、
職場の雰囲気という点も要因として挙げられた。
障害の特性の理解不足による支援者のスキルの不
足、事業所における職員不足から生じる職員のス
トレス、そのうえで職場の雰囲気の悪化等、つま
り各々の要因が独立して存在するのではなく関連
したうえで構造化し虐待行為という現象が生じる
のではないかと考える。

次に障害者虐待の要因となる可能性について、
重回帰分析の結果から検討したい。まず「職員が
利用者に対して不適切な行為を行ったのを聞いた
り見たことの有無」に関してみてみると、結果で
しめしたとおり年齢・経験年数・福祉系学校卒業
の有無・チームワーク・支援方法についての話し
合いの機会・事業経過報告の周知・行動規範の読
み合わせ・虐待防止マニュアルの作成、が有意に
影響していた。つまり年齢等の基本的属性は変化
することはできないが、支援現場のチームワーク
さらには話し合いの機会・事業経過報告の周知・
行動規範の読み合わせ・虐待防止マニュアルの作
成等、職場環境が影響していることが明らかと
なった。つまり、チームワーク・支援に関しての
話し合いの機会、また事業経過報告等をオープン
に周知する風通しの良さ、さらには事業所の権利
擁護に対する取り組みの姿勢が得虐待発生要因に
影響していることが確認できた。

次に、対象者自らが不適切な行為を行う分析結
果から以下の事が明らかとなった。つまり基本的
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属性や職場環境等について考えてみた場合、確か
に所得や給与に対する満足度が有意に影響してい
た。しかしながら話し合いの機会や職場の人間関
係の要素を加えて分析した結果、支援に関する話
し合いの機会やチームワーク等といった要素が影
響していることが明らかとなった。さらに事業所
の権利擁護への取り組みの点を加え分析した結果、
所得に対する府満足度よりも、支援に関する話し
合いの機会やチームワークさらには行動規範の読
み合わせや虐待防止マニュアルの作成等が虐待と
なり得る不適切な行為と影響していることが明ら
かになった。つまり、支援の職場のチームワーク
がよく支援について話し合う機会を確保し、また
職場の情報を開示する風通しのよい労働環境で、
さらに事業所が権利擁護等に積極的に取り組めば
利用者への不適切な行為を阻止・改善することが
できることが確認できた。

５．結論
　本研究より障害者虐待について次の事が言える。
つまり障害者虐待という事象は支援者の基本的属
性以外の要因で改善・阻止することが可能である
と考える。具体的には次の点が挙げられると考え
る。第一に、支援者の専門性の点である。つまり
社会福祉系で学んだ学生を多く支援の場に求める
必要性があるという事である。と同時に支援の現
場において社会福祉の有資格者の割合を高める必
要があると考える。少なくとも各事業所において
支援者の50％は有資格者である必要があると考え
る。2017年 4 月より放課後等デーサービスにおい
ては支援員の資格要件が厳格化される。障害者支
援施設においても専門性の担保を図るために資格
要件の厳格化を行うことは喫緊の課題である。第
二に、支援者の労働環境である。近年保育士に関
しては処遇改善が叫ばれ，その結果給与を含めた
改善策が図られつつある。障害福祉現場の支援員
に対しても全職種との賃金格差を是正し処遇改善
を図ることは喫緊の課題である。第三に、支援に
関する話し合いの機会を確保することである。支
援において様々な悩みが生じた際、お互いオープ

ンに気楽に話し合える機会が必要であると考え
る。支援というものはが対人関係である以上状況
に応じて多様に変動する。よって支援について他
のスタッフと話し合い協働する機会の場の確保が
非常に重要になってくると考えられる。さらに第
四に支援の場において風通しの良いチームワーク
のよい人間関係を構築する必要がある。それは単
に上司と部下との関係だけではなく、同僚も含め
たチームワークが重要である。そして最後に事業
所の権利擁護に対する取り組みである。虐待防止
マニュアルは現時点では必須とされているが、実
際は依然作成されていない事業所も多数存在する
と考える。よって虐待防止マニュアルをはじめ
チェックリスト等も含めて積極的な権利擁護への
取り組みが必要である。と同時に事業所の努力次
第で障害者虐待の実態は改善できるといえよう。
　筆者は2015年A県で発生したB園の虐待暴行事
件に外部委員としてかかわった。そして職員全員
からインタビュー調査を行なった。その結果、さ
まざまな点が要因として挙げられた。当初それは
B園の個別事例だと考えていた。しかしながら本
研究の結果、決して個別事例ではなく、障害者支
援の事業所全体にいえることだと考える。と同時
に、今回明らかになった点を障害者支援の場で改
善を図ることにより障害者虐待を軽減あるいは予
防することができるのではないかと考える。
　B園のインタビューの際、ある加害者は自らの
行為を深く反省しながら「障害者虐待は絶対なく
なります。」と強く言った。私も彼の言葉を信じ
たい。その実現に向けて、障害者支援の現場さら
にはわれわれ社会全体で喫緊に環境改善を構築す
る必要があると考える。
　障害者虐待は依然現在進行形の課題であり、未
だに顕在化しない現実が現時点においても多く存
在するはずである。「なぜ加害者を虐待行為に走
らせたのか。」彼らをそのような行為に至らしめ
た社会全体の責任としてその問題を問い正す必要
がある。そしてそれは日本社会の成熟度か問われ
る課題である。
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A Study on the Mechanisms of Abuse committed against People with Disabilities: Survey of 
staff who are working at facilities for People with intellectual disabilities in Prefecture “A” 
in Japan

Kimika MASUDA

 Recently many  cases  of  abuse  against  people with  disabilities  are  being  reported  in  Japan. 
Perpetrators of abuse are arrested, nonetheless, upon release,  they continued to perpetrate abuse 
against people with disabilities because the fundamental underlying problems had not been solved.  
In this study, we examined the reasons leading to the abuse of intellectually disabled people through 
a survey  that  targeted staff working at  facilities  in “A” prefecture. We  found  that not only  the 
environment surrounding staff working at facilities providing care to people with disabilities, but also 
the opportunity to debrief with other staffs affected the possibilities of abuse.  
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